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法政大学創立者・薩埵正邦生誕 150 周年記念連続講演会―明治日本の産業と社会―

第 13 回（最終回）

青木隆浩（国立歴史民俗博物館助手）

「薩埵先生の飲んだ日本酒を考える

―明治時代における酒造技術の改良と産地間競争―」

はじめに

・明治前期における清酒製造業の概要（生産額，府県別製造量，醸造場数）

Ⅰ．酒屋万流の時代

１．柳田國男のみた酒の変遷

・贋物，模倣，地酒の趨勢

・府県別にみた清酒と濁酒の製造量（東北地方を中心に） 
・酒税増税による清酒市場の縮小と自家用料酒製造量の増大

２．明治初期における都市部の飲酒

・安酒の製造と販売，違法なルート

・濁酒製造の実態

・輸入酒精を原料とした大衆向けブレンド酒

３．粗悪品製造の原因

・1871 年，営業の自由化による多数の新規参入

・政府の指導力

・地方市場における安酒の嗜好

・清酒と濁酒の酒化率

Ⅱ．近代科学の導入

１．お雇い外国人の研究

・コルシェルトによるサリチル酸の紹介

・アトキンソンによるパスツールの貯蔵法の紹介
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２．酒造改良家の台頭

・明治 20年代，酒造改良家の台頭（小野藤介，荒井伊兵衛，中山房五郎，伊東七郎衛など）
・酒造改良の背景（腐造防止，商品差別化，杜氏の伝統的な技術）

・小野藤介によるサリチル酸の普及

３．サリチル酸批判

・自家用料酒へのサリチル酸使用と清酒市場の縮小

・サリチル酸を使用しないことによる商品の差別化

・サリチル酸を使用しない酒造改良へ

４．酒造改良に対する酒造家の期待

・酒造改良に対する酒造家別，地域別の温度差

・酒造改良に消極的な理由（新醸法のリスク，コスト，変化しにくい消費者の嗜好）

・酒造改良に熱心な理由（上方酒の流入による競争激化，兵庫県のシェア拡大）

・埼玉県酒造組合を事例とした品質向上の実態

Ⅲ．産地間競争の激化

１．国会開設と酒造組合の全国組織化

・小さな組織から全国組織へ（関西酒造家連合，一府十九県酒造家連合会）

・連合会によるおもな対政府要求（自家用料酒，酒税，醸造学校など）

２．増税反対運動へ

・1886年，日清戦後財政計画（酒税増税と増税反対運動）
・増税による酒価の急騰と清酒市場の縮小

３．醸造試験所の設立

・酒税増税の見返りとして，1904年に醸造試験所が設立
・1906年，日本醸造協会の設立
・醸造試験所による技術指導とその効果

・仕込配合（麹歩合と汲水率）の変化

４．新技術の開発と普及

・1909年，山卸廃止酛法，速醸法，酸馴養連醸造法の開発
・新しい醸造法の普及と税務署の技術指導

５．全国酒類品評会の影響

・1907年，第１回全国酒類品評会の結果とその原因
・広島酒と伏見酒の業界標準化

・辛口から甘口へ移行した原因（新酒の審査，樽とビン）

・技術指導，品評会，ビン詰がもたらしたもの（酒質の均質化と品質競争の激化）

まとめ



3

○司会者（洞口） 時間になりましたので、法政大学創立者・薩埵正邦生誕 150 周年連

続記念講演会、明治日本の産業と社会、第 13 回、最終回になりましたけれども、「薩埵

先生の飲んだ日本酒を考える―明治時代における酒造技術の改良と産地間競争―」を始

めさせていただきたいと思います。

私、司会を務めさせていただきます法政大学大学院イノベーション・マネジメント研

究科教授・洞口治夫でございます。

回を重ねまして、もう 13 回になりました。非常に楽しい土曜日を過ごすことができま

して、参加していただいた皆さん、それから講師の先生方に心より感謝する次第であり

ます。

本学、社会学部の教授、松尾章一先生が、かつて「薩埵正邦小伝」という論文を『社

会志林』という法政大学の紀要に掲載していらっしゃいます。その中で、『衆議院議員候

補者列伝』『第一編帝国名士叢伝』という本を引用されておられるのですが、これは、後

年、薩埵正邦先生が衆議院議員に立候補された当時の資料を集めたものであります。

その中で、薩埵正邦先生の人となりを「体小に気大なり。性酒を好み、すこぶる磊落

の風があった」という評価があるようです。体は小さく気持ちが大きく、性格的にお酒

を好み、大変に磊落の風があった。これは豪放磊落のらいらくです。つまり、明るい方

だったと、そういう評価がございます。さて今回の疑問は、この当時、明治の時代の日

本人が「性酒を好み」といったときに、果たしてどんなお酒を飲んでいたのだろうかと

いう素朴な疑問でございます。

既に第 12 回の湯本先生のときに、明治初年の日本の新聞の中で、バスペールエールで

すね。イギリスのビールが輸入されていて、それを飲んでいるところが漫画になってい

るというお話でした。また、第 1 回の今井先生の「富岡製糸場の歴史と文化」では、赤

ワインを飲むフランス人たちを称して地元の人たちが、彼らは血を飲んでいるのではな

いかといっていたというお話ですから、赤ワイン、白ワイン、恐らくウイスキー、ビー

ル、日本酒、いろいろなものが飲めたのだろうと思います。

きょうはそのお酒の話をしていただきたいと考えまして、国立歴史民俗博物館助手・

青木隆浩先生にお越しいただきました。大変お忙しい先生でいらっしゃいまして、アプ

ローチをさせていただいたのはもう７、８ヵ月前になろうかと思いますけれども、よう

やく念願がかないまして、この時期になりました。幸運なことに、ちょうど忘年会のシ

ーズンでもあります。また日本酒のおいしい季節でもありますので、日本酒の酒造技術

の改良とその当時の競争の状態というものについてお話を伺いたいと思っております。

青木先生は、法政大学文学部を卒業された後に、東京大学大学院の博士課程を修了さ

れ、現在、国立歴史民俗博物館で研究を進めていらっしゃいます。吉川弘文館からの『近

代酒造業の地域的展開』という大著をあらわしていらっしゃいます。

それでは、青木先生、よろしくお願いいたします。
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○青木 国立歴史民俗博物館の青木です。きょうは「薩埵先生の飲んだ日本酒を考え

る」というタイトルでご報告をさせていただきます。早速話を始めたいと思います。

本日の講演内容ですが、まず薩埵先生が京都から東京に移住してから病没するまでの

1880 年代、90 年代を中心とした酒造技術と酒質の変化について、またその前後に酒造技

術の革新が行われた背景についてもお話ししていきます。さらに、薩埵先生が飲んでい

た酒とその後に改良された酒の比較もしてみたいと思っています。特に、政府による技

術指導の側面からそれらをみていきます。もう１つ、明治時代の飲酒事情に関しても、

少し触れていきたいと考えています。

まず、本題に入る前に、明治時代の清酒の概要についてお話ししておきたいと思いま

す。 
図１は主要産業の生産額を比較したものですが、実は清酒というのは、明治の前期に

おいて非常に大きな産業だったのです。1874年の段階においては、織物に次いで第２位、

1900 年においては織物、製糸に次いで第３位でした。

（パワーポイント、図１） 
大きな産業でありながらも、地域的にはかなり分散している産業でもありました。表

１からわかるように、シェアでトップをいく兵庫県でも、1880 年の段階で、全国比で

9.5％の製造量しかなかったのです。５番目が長野県で 3.9％のシェアがありますが、上

位５県だけをみても、ナショナルブランドが確立されていない地域分散型の産業だった

ということがわかるわけです。

（パワーポイント、表１） 
また関東をみても、茨城県が 3.34％で埼玉県が 2.79％なので、ほとんど５番目の長野

と変わらないぐらいの全国比があったわけで、清酒の製造はそれぐらい地域的に分散し

ていたのです。しかも、表２で確認できるように、醸造場の数がものすごく多くて、関

東近辺でも各県で 500 から 1,000 に近いぐらいの醸造場数があったのです。これは少し

減った数で、最も多かった時期には各県 1,000 軒ぐらいの酒造家があったといわれてい

ます。

（パワーポイント、表２） 
ここから本題に入ります。

明治前期においては、酒屋万流という言葉がありました。つまり、これは酒屋によっ

て造り方が違っていたということです。

これに関して、柳田國男が『明治大正史世相篇』で興味深い話をしています。それを

まず紹介します。どのような話かというと、「贋物は固く取り締まるかわりに、模倣は大

いにこれを奨励したのである。この数十年間の大蔵技師たちの努力は、ほとんど下りと

いう語を無意味にしたといってもよい。全国津々浦々には、灘酒とよく似た味と色とを

もつものがいくらでもできるようになって、地酒はすなわちその影をおさめんとしてい

るのである」という話です。これは 1930 年に発行された本の一部なのですが、この時点
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で、実はどうも日本酒が全体的に灘酒に似てきたという指摘をしています。柳田は、そ

れが大蔵省の技師によるものだという説を述べているわけです。

ここで、贋物というのは密造酒に当たるわけで、取り締まりの対象でした。模倣とい

うのは灘酒をまねた清酒づくりで、地酒はもとからある地方の濁酒とそれに近い清酒の

ことをあらわしています。

つまり、柳田は税務署と警察が地方の濁酒を密造酒として取り締まる一方で、大蔵省

―正確には税務監督局なのですが―の酒造技師が技術指導を行ったために、酒質の

地域的な特色が影をひそめたとみています。

ここで疑問が２つわいてきます。まず、政府が全国の酒を均質化させたのか。あえて

政府が全国の酒を均質化させるという理由は特に考えられないわけで、では何でこんな

ことが起こったのかという疑問が１つ出てきます。また、灘酒が技術的な模範になり得

たのかという疑問も１つ出てきます。というのも、酒の嗜好は歴史的にどんどん変化し

ていくわけで、その中で灘の酒が常に全国の模範になっていたのか疑問に思うからです。

実は、２つとも事実と異なるわけですが、これについては後々確認していきたいと思い

ます。

濁酒の話が出てきたので、清酒と濁酒の生産量がどのような関係になっていたのかと

いうのをここで確認しておきます。

図２は、1883 年から 86 年の清酒と濁酒の生産量を比較したものです。濁酒の中には、

販売用と自家用が含まれています。自家用料酒の中では多少の清酒と焼酎が入っていま

すが、大部分が濁酒なので、自家用料酒の生産量をほぼ濁酒の生産量とみなしてこの図

をつくっています。こうみると、濁酒が清酒に比べて少ないようにみえるのですが……。

（パワーポイント、図２） 
ところが、これを府県別にみると、ものすごく量の多い府県があることがわかります。

表３は 1886 年の清濁酒の製造量を示していますが、例えば秋田とか岩手、宮城、あるい

は千葉になると、濁酒の製造石数は清酒とほとんど同じぐらいあるわけです。

（パワーポイント、表３） 
ここでお見せした表は何でつくられたかというと、1882 年に自家用料酒に鑑札が付さ

れたためにとられた統計によるもので、この時は年間１人１石以内の自家用料酒製造が

許されていました。政府に申告していない自家用料酒はさらに多いので、先ほどの表３、

あるいは図２でみたよりも、自家用料酒はさらに多かったと考えられます。なお、自家

用料酒の製造量は 1883 年 10 月より１家で１石以内になっています。

もう１つ注目しておかなければいけないのは、技術的に後れていた府県ほど自家用料

酒の製造量が多かったということです。ここで興味深い話が、1888 年の『醸造雑誌』13
号に青森県の事例として紹介されています。

「毎戸１石の酒を飲むは、酒の実価のほかに１年４円の税を払う割合にして、農家の

生計には実に大金なれば、今ここに自家用料の濁酒製造を勤め、じかに 80 銭の税を払う



6

て間接に４円を免れしむるは３円 20 銭の利益なり。それより自家用料濁酒説を唱え酒屋

のことなれば、出入りの者に製造の方法を丁寧に教え、なお足らざればこれを伝授し、

また不案内な農民が醸造の際、知らずして反則に陥ることもあらんかと。その辺にも注

意して濁酒をつくるに、麹を何ほど、水は云々とてでき上がり９斗９升８合ばかり―

つまり自家用料酒の製造制限が１石以内なので、９斗９升９合のぎりぎりまでつくる

―の計算にして、また届け出の文面をもつくり、百姓はただ姓名を記して調印するま

でにしてこれを渡すなど、残るところもなく懇切に世話をしけるにぞ、近郊近在はもち

ろん遠方の農家までも争うてこれに従い、県下の農家一面に濁酒の流行をなし今日に至

りてその成跡をみれば、青森県の酒造高繁昌のときにはおおよそ８万石なりしものが、

昨年度は５万 3,000 石余に減しその差２万 7,000 石となりたる。」

どういうことかというと、図３からわかるように、東北各県においては 1880 年代に清

酒生産量のピークがあるのです。

（パワーポイント、図３） 
ところが、まず 1871 年に免許税清酒５両、濁酒１両２分だったのが、1875 年には清

酒 10 円、濁酒５円になり、1880 年には清酒の免許税が１ヵ所 30 円、造石税１石につき

２円、1882 年においては清酒造石税が１石４円と、清酒に限って税金がどんどん上がる

ことによって、図４のとおり清酒の平均相場は上がってしまうのです。清酒の平均相場

が上がったことによって、清酒を買わずに濁酒を製造する農家が増えてしまったのです。

（パワーポイント、図４） 
ちょうどこのころ薩埵先生は東京に出てくるわけですが、当時の清酒は価格が急騰し

ており、気軽に飲める状況ではなかったといえます。

まとめると、清酒の酒税が引き上げられることによって、清酒の市場価格が急騰して

しまいます。これによって、清酒製造業から濁酒の製造業へ、あるいは自家用料酒への

転換が行われるわけです。この濁酒製造に関しては、先ほどの青森の話で示したように、

在地の豪商が農家に向けて技術指導をしているということがありました。これはある面、

貧困対策も含まれていたと思われます。これによって清酒の製造量は減少し、濁酒と自

家用料酒の製造がかえって増えてしまいます。つまり、政府がもともと需要の大きかっ

た清酒に多額の酒税をかけたために、地方では清酒から濁酒製造への転換が進んでしま

ったわけです。

これまでは農村の話をしてきたわけですが、都市部においてもぐちゃぐちゃな状態で

した。当時、買った酒を店で飲むことは居酒と呼ばれていたのですが、これはモラルと

しては卑しいことと考えられていました。この当時の居酒屋としては、縄のれんという

のがあるわけですが、これは例えば『東京風俗史』で有名な平出鏗二郎氏によると、下

賤なる力役者等が１杯の中汲に酔を買う所で、やはり卑しいところとみなされていたわ

けです。この中汲というのは一体どのような酒だったかというと、濁酒の上澄みと沈殿

物の中間部分をすくってつくったお酒です。その他の安酒としては、白馬という濁酒な
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どがありました。これは、一膳飯屋という、大盛りのご飯にちょっとした漬け物とお味

噌汁がつくような定食を出していた店に置かれていました。当時、外で飲むというのは

こんな感じだったのです。

また、その流通、あるいは製造過程をみていった場合に、当時重要な役割を果たして

いたのが揚酒屋で、これが複数の清濁酒製造業者から腐った酒を購入して、直して安く

販売していました。これは特に東京方面へ出荷していました。

この腐った酒は、腐敗届けを出して税務署の検査員による臨検を受ければ無税になる

ものでした。これを直して売るということは、つまり税金がかからない分だけ安く売る

ことができることでした。これは酒税法違反だったのですが、量としてはかなりあった

ようです。

実際に 1889 年の『醸造雑誌』17 号には、次のような記事が出ています。

「醸酒の腐造に属したるをもって公然腐敗届けをなし、検査員の臨検までも済ました

る後、密にこれを直し、発売したことが発覚して処分を受けり。」つまり、都市部におい

ても、清酒の市場を拡大させるのがなかなか難しい背景には、このような大量の安酒が

あったのです。

また、濁酒製造業者が当時どのようなことをやっていたかということについて、1921
年の『埼玉県酒造組合誌』に重要な記述があります。

「概して不熟練にして濫製なる者、十の七八人おれり。その濫製なる者は必ず腐敗多

きものなり。その腐敗して酸味ある者は必ず牡蠣灰等を加えもって酸味を消除す。それ

辺鄙僻邑の濁酒概ね斯くの如し」。

つまり、技術の未熟な業者がしばしば酒を腐らせるので、そこにカキの灰を投入して

酸味をとって販売することが濁酒においてはしばしば行われていました。その上澄みは

清酒として販売していたわけで、このような外側のアウトサイダー的な業者というのは、

当時の都市部でもかなり多かったのです。

また、ブレンド酒の問題もありました。当時は関税自主権が日本になかったために、

酒税のかかる国内清酒よりも輸入酒精の方が安く手に入ったのです。そこで輸入酒精を

ベースにしたブレンド酒が都市部の大衆向けに販売されていました。この代表例が神谷

バーの電気ブランです。1880 年から売られていたのですが、当時は店で売っていたので

はなくて、どうやら行商していたようです。このようにして、都市部においては中汲と

か濁酒、いわゆる白馬とか、腐った清濁酒を直した違法酒、輸入酒精をベースにしたブ

レンド酒などが清酒市場の拡大を阻んでいたのです。

なぜそのような粗悪品が製造されてしまうのでしょう。図５によると、1880 年から 90
年代における全国の醸造場数が、急激に減っていることがわかります。この背景には、

1871 年の営業の自由化と酒株の廃止があります。それまで酒造業というのは、酒株によ

って自由に新規参入できる業界ではなかったわけです。さらに、酒株によって生産量が

規制されていたために、株をもっていたとしても自由に酒をつくれる状態ではなかった
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のです。

（パワーポイント、図５） 
ところが、全国の酒類免許場数は、営業が自由化された年からその３年後に 5,000 軒

以上増えています。おそらく営業の自由化された年に新規参入した業者もかなりあった

はずなので、明治時代に入ってから新規参入した業者はものすごい数だったのではない

かと想像されます。ここで新規参入をした多くが、実は技術の未熟な業者で、その後に

酒をうまく造れずに次々と廃業が続出していくわけです。このような業者がたくさんあ

ったので、腐った酒、あるいは腐らなくても粗悪品が市場にはたくさん出ていました。

このような技術的な問題が生じる背景として、1889 年の『醸造雑誌』16 号にはまず、

「酒造家中主人その人にしていまだ醸法の一班も知らず一に杜氏のなすところに放任し、

あたかも我資産の隆替は杜氏の一身によって卜するかごとき者往々これにあり」という

話があります。つまり、酒造家の当主は酒造りの知識をもっておらず、杜氏任せにして

いたために酒質が向上しなかったということです。

また、杜氏すら雇わないで酒造家みずからが未経験にも関わらず酒を造ることもかな

りあったようです。さらに、そのような技術の未熟な彼らに対して、政府に技術指導を

する力がありませんでした。

これについて、ちょっと長いのですが、1889 年の『醸造雑誌』16 号にはこんな話があ

ります。

「近年、酒造改良の説流行し、兵庫、三重、愛知等、主産地の実業家はしばしば農商

務省へ技術師の派出を請求し、しきりに改良に熱心し、主務省においても大いに意を改

良を注ぎ、毎年、酒造季節には技術官を酒類主産地へ派遣して学理的試験をなし、改良

方案を功案中なるもいまだ好結果を得して、実業家に指示すべき一定の方案もあらざる

に、各地方の実業家は既に一定の方案あるもののごとく思惟し、技術師の派遣を請わば

挙して、改良し得べきよう妄信し、続々主務省へ技術師の派遣を請う者ある由なれども、

全く右の如く未だ試験中のことなれば、各地方実業家の思惟するがごとく技術師の派遣

を請わば客易く改良すべしなどとは到底望むべからざることなれば、多少失望するもの

あるべき」。

つまり、当時の農商務省には酒造技師がいたのですが、大した技術を持っていなかっ

たのです。したがって、新規参入の業者があったとしても、しっかりした酒を造らせる

ような技術が政府にありませんでした。これも酒造家の技術が低かった原因の１つだと

思われます。

また、技術上の問題だけではなくて、消費の面からも技術が向上しない理由がありま

した。というのは、1889 年の『醸造雑誌』16 号の「秋田県秋田郡扇田よりの報告による

に、当地の近郊は家ごとに自用酒製造するがゆえに、品位劣るも値段の安価に売りさば

くを専要とするを酒造家のならいとす。かの坑夫のごときは、衛生の害などということ

はむとんちゃくにて、下等酒を牛飲す。これ平生自用酒になれたるゆえならん」という
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記事から明らかです。

つまり、先ほど東北地方における自家用料酒の製造量が非常に多いことを確認したわ

けですが、そのような味に非常に慣れている人々に、清酒を売っても売れないという問

題があったわけです。そして、品質が良くても、安くなければ売れなかったので、酒造

家みずからが積極的に酒造技術を改良する動機が起こらなかったのです。

もう１つは、製造のコストの問題です。表４は 1879 年における清酒と濁酒の酒化率を

表したものです。酒化率は、原料米に対して清酒と濁酒がどれぐらいできるか示してい

ます。京都や兵庫であれば両者の値はあまり変わらないのですが、特に東北地方、秋田

や岩手、宮城、あるいは清酒製造業があまり発達しなかった東京においては、同じ量の

原料米で清酒よりも濁酒の方がはるかにたくさん造ることができたのです。なぜなら、

濁酒は搾らないからです。搾らないので酒化率が高くなるのです。

（パワーポイント、表４） 
そこで１つ悪循環が発生します。例えば、東北地方について、「良酒を廉価に販売する

土地には、素人の自家飲用酒をつくるもの少し縦へ自製するも、土地の酒の美味にして

廉なるゆえ好んで飲むもの少なく、これに反して粗造の酒を製造販売する土地にては、

粗酒の口になれるより美酒を思うの念薄く自製の廉なるに甘んじて、ますます自家飲料

酒を願い出るもの多しという」といった記事が 1889 年の『醸造雑誌』16 号に掲載され

ています。つまり、粗製濫造の行われている地域では、味へのこだわりが弱いため、自

家用料酒を造る農家が多くなってしまうわけです。一方で、自家用料酒を造る農家が多

いからこそ、酒造家はそれに合わせた低価格の酒を造るわけで、特に東北地方などがそ

の悪循環に陥っていたと考えられます。

このような時期に、ちょうど近代科学がこの清酒業界にも導入されていきます。あま

り知られていないのですが、日本酒でもお雇い外国人が活躍しています。まず、後に地

質調査所へ異動するドイツ人のコルシェルトは、東京帝国大学医学部に在職中の明治 10
年代に、腐造防止を目的としてサリチル酸の使用法を紹介します。また、東京帝国大学

理学部のアトキンソンは、パスツールの貯蔵法を紹介します。このようにして、清酒製

造の中に近代科学が導入されていくわけです。

清酒は当時、腐りやすいものでした。腐りやすかったので、先ほど紹介したように、

それを直して売るような非常に粗悪な酒があったわけですが、1885 年に発行されたアト

キンソンの『日本醸酒篇』にあるように、もともと日本には「300 年前にいったん酒液

を熱して幾と耐うべからざるに至らしめ、もってこれを予防するの法を発見」しており、

つまり火入れの技術がありました。ところが、実際には火入れをしてもなかなかうまく

いかなかったのです。それで、アトキンソンがパスツールの貯蔵法をこの業界に持ち込

んで、腐らない酒造り、あるいは保存方法を紹介していったわけです。

明治 20 年代になると、これを日本人が積極的に普及させていきます。その理由は、も

ちろんまず腐造を防ぐということであり、また、その腐らせた酒を直すなどをしてつく
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った非常に粗悪な酒と清酒の商品差別化を酒造改良によって図ろうということでありま

した。

ここで重要な人物が、小野藤介という人物です。彼がコルシェルトのサリチル酸の使

用法を全国に伝えていきます。彼が出した本の中でよく読まれたのが、1887 年に発行さ

れた『清酒醸造法実験説』です。

ここにどういうことが書かれているかというと、「余は明治 14 年に酒類防腐新説問答

なる一書を編成し、清酒に『サリシール』酸を用いてもっぱら清酒酸敗の予防法を示し

たるにより、その酸敗を防がんと欲して諸方の造酒家はこの書を購読し実施するにあた

り、その効験むなしからず利益僅少ならざりしゆえに、余に醸造の法を質問せんと数百

里を遠しとせず訪問せらるる数人にして、また郵書をもって尋問せられたるは幾数通な

るを知らざるなり」とあります。そして、小野藤介が、外国人によって紹介されたサリ

チル酸を書物で宣伝することによって、この醸造法をまねようという酒造家が多数出て

くるわけです。

当時は他にも酒造改良家がたくさん出てきていて、例えば埼玉県の荒井伊兵衛という

人物が有名です。彼は、それまで醪の温度を手の感触でしか確かめていなかったのを、

寒暖計を使って計り始めます。

『埼玉県酒造組合誌』によると、彼は「当時において酒造業がほとんど豪農の副業的

事業に属し、製造主自ら実地業務にあがりし者は、寥々として暁の星の如くなりし時に

際し、身自ら従業者と伍して実地醸造に従事し」た、つまり大半の製造主が製造の現場

に直接関与しないこの時期に自分で醸造法の改良に取り組んだと言っています。ところ

が、彼の場合は無理な実験を繰り返したことで、腐造によって酒造業を廃業し、その後

は 1901 年に東京市内で荒井醸友会というものを設立して技術指導を続けます。

当時の技術のレベルを知る上で、荒井伊兵衛がどのようなことをやっていたのかとい

うのは参考になるかと思うので、ここで紹介していきます。彼は２つの特許をとってい

ます。

１つ目は、現在でいう四段掛けの方法です。酒造りは一般に添、仲、掛という工程の

順で２倍、４倍、８倍とコメの量を増やしていって醸造するわけですが、四段掛けもそ

こまでは古いやり方で仕込みをします。違うのは、そこからさらに蒸米と麹を入れて、

清酒もしくは濁酒を製造するところです。

もう１つの特許が蒸米、麹、水の混合物を熟成させる前に半分に分け、一方をそのま

まお酒にし、残りの半分を別のお酒の原料にする方法です。そこには、たくさんの酵母

菌が入っているわけで、その酵母菌を再利用するのです。これを彼は荒井連醸法と名づ

けています。ただし、醪においては、雑菌を死滅させるための乳酸菌が不足するために、

この酒造法は危険なのです。それでも、これは後々政府で開発される酸馴養連醸法につ

ながっていく画期的な技術だったと考えられます。

この荒井伊兵衛に従事して酒造技術を向上させた人物として、関五郎松がいます。た
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だ、彼の場合は新潟県の酒造家に引き抜かれ、それが原因で、先ほど紹介した荒井家は

廃業してしまいました。

また、同じく埼玉県には中山房五郎という人物がいて、彼が新潟県から埼玉県の小川

町に酒蔵を移転し、醸造用水の加工法や播州米の試作に尽力していきます。中山家文書

によると、彼は「みずから灘初め各地銘醸家を歴訪し、また帝国大学その他の学者の意

見をたたき、鋭意酒造改良に熱中し、醸造用水と同様なるものを人工硬水により作成し

て使用して効果をおさめ、灘地方より酒造好適米のもみを取り寄せて地方精米家に試作

せしめて優秀なる清酒を得た」と言っています。彼は、このような酒造技術者としてだ

けでなく、1890 年ごろにできる一府十九県酒造家連合会という関東地区の酒造組合連合

会の発起人総代にまでなっていきます。

埼玉県のほかにも、例えば愛知県や京都府、広島県、福岡県といった都市と都市の周

辺部においては、次々と似たような酒造改良家というものが出てくるわけです。このよ

うに、酒造家が自ら酒造改良に取り組んだ背景としては、杜氏にあまり技術がなかった

という実態があります。ここで随分後の話なのですが、1929 年の中央職業事務局『労働

移動調査第３輯 酒造労働事情』から、越後杜氏の例を少し紹介したいと思います。

「杜氏を出す村落は冬季漁業不可能なる漁村にあらずんば、山間部の 12 月より６、７

尺の積雪３月下旬まで消えることなき交通不便の地。かくて男子は杜氏に、女子は女工

にと出稼ぎせざるを得ぬ。かかる事情なれば、この付近必ずしも古来酒造の量及び質に

おいて名あり技量をもって全国に宣伝せられての出稼ぎではない」。

つまり、もともと杜氏は、現在イメージされているような技術者ではなくて、むしろ

低賃金重労働者だったのです。したがって、彼らの技術に任せておくと、酒造改良の期

待があまりできなかったのです。だからこそ、酒造家が自ら酒造改良に取り組まなけれ

ば、品質を向上させることができなかったということがあります。

さらに、当時の酒造家の中には、杜氏が古い技術にこだわるがゆえに酒造改良を阻止

されているという意識があったため、杜氏に任せないで、自ら蔵の中に入って酒造りを

しなくてはいけないという意識をもつ者が出てきたわけです。

これらの酒造改良家の中で特に影響力をもっていたのは、最初に紹介した小野藤介で

す。なぜ彼が評価をされたかというと、おそらくサリチル酸さえ投入すれば腐造は防げ

るというように、彼の技術が周りの酒造家から簡単に解釈されたためだと思われます。

1889 年の『醸造雑誌』19 号によると、実際にこんな人物が出てきてしまいます。

「千葉県長狭郡港村の酒造家、鈴木重三郎氏は、某氏の発明にかかる専売特許改良酒

醸造法とかいえる清酒割水法の伝習を受けて、広く同県下の酒造家へ金 100 円の伝授料

にて伝授する計画なりとしこうして、これ割水法は清酒１升につきおよそ４合を増し、

かつ防腐剤を和合したるものなれば腐敗を来す憂いなしという。しかれども、元来、割

り水は醸造法と汲水如何に関係するものなれば、今氏が伝授を目的とする地はいかなる

醸造法なるや授かる者も受ける者も十分の注意を要すべし。」
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つまり、仕込みの方法、あるいは原材料の配分方法などもほとんど考えないで、サリ

チル酸だけ入れて腐造を防ぐという造り方がここで出てきてしまうわけです。このよう

に、改良法の指導を受けた酒造家は、単純化してこのサリチル酸の使用法を覚えていき

ました。

また、1888 年の『醸造雑誌』26 号によると、小野藤介には個人的な人気も非常にあっ

たらしくて、「東北酒造家にして改良に熱心なる醸造家諸氏は、いずれも小野藤介氏の著

にかかる清酒醸造実験説を所持せられ、書中解しがたしきこと、または、その他酒造に

関する事柄を絶えず小野氏に質問するに、小野氏はこれらの人々には懇ろなる説明を与

えられ人々感服しよるという」。

つまり、小野藤介はたいへん親切な人だったらしく、読者の質問に対して懇切丁寧に

説明をしていたわけです。しかもサリチル酸を入れるというわかりやすさがあって、人

気があったと考えられます。

しかし、小野藤介のサリチル酸使用に対して、すぐに批判が出てきます。具体的には、

1887 年の『通俗工芸雑誌』４号で「サリチル酸及びその他の塩類は、たとえ少量なりと

もこれを常服すれば必ず危害あり」という説が出ています。これは、フランス政府がサ

リチル酸を食品用防腐剤として使用することを禁じる根拠とした 1881 年から 1883 年ま

での人体実験の調査報告に基づいたものです。この 1887 年というのは、小野藤介が『清

酒醸造法実験説』を刊行した年なのですが、同じ年には、少なくとも業界内でその人体

に対する危険性が唱えられていたのです。

また、サリチル酸を用いる経済的な効果にも疑いの目が向けられていきます。という

のは、「自家用料酒を製造するものがおのれの醸出せし清酒にサリチル酸を用いれば秋候

まで腐敗せざるを知り造酒家より少しも求めず受酒するものも造酒家もともに大いに困

難せり」ということからわかる通り、もともと一般の自家用料酒というのは、アルコー

ルの度数 10 度から 12 度ぐらいの甘酸っぱい酒を数日間で飲み干すものだったのが、こ

のサリチル酸を用いることによって消費期限が延びてしまうわけです。延びてしまえば、

日持ちのすることで人気のあった清酒をわざわざ買う必要はないわけで、そのためにサ

リチル酸が普及することによって、かえって清酒が売れなくなってしまうという事態が

出てきます。

このように、サリチル酸は出てくるや否や、批判されていったのです。1889 年の『醸

造雑誌』31 号では、この様子が酒造改良家の伊東七郎衛らを中心とする知多郡豊醸の品

評会に対する批評にあらわれています。ここには、「有害なる防腐薬を混和し―これは

サリチル酸のことを指しているわけですが―あるいは粗悪の清酒を濫造するものある

ときは、厳に規約上においてその者を罰するの法を設けてますます醇酒を醸成し、大い

に需用購客の信用を厚からしめ以って無窮の公利を得ん」と書かれています。つまり、

当時の愛知県では、サリチル酸を使っていないということを強調することで、信用を得

ようとする動きが出てきたのです。
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また、1890 年の『醸造雑誌』33 号で栃木県のある酒造家は、サリチル酸を使用すると

酒がよい香りを失い、固有の味もなくなってしまうのと述べ、むしろサリチル酸を使わ

ない酒が香りと味の両面で優れており、そもそも醸造の不完全なものはサリチル酸を入

れても防腐の功がない、むしろサリチル酸を用いなくても醸造の段階でよいものは腐ら

ないと言って、安易にサリチル酸に頼ることを批判しています。このようにして、酒造

改良の必要性を説く動きが出てくるわけです。

ただし、酒造改良に対する酒造家の期待は３つに分けることができます。１つ目は、

コストをかけずに手っ取り早く腐造を防止するためにサリチル酸の使用方法を知りたい

という酒造家です。これは千葉県や東北地方に多く見られます。次に、サリチル酸を使

わずに腐造を防止できる安全な醸造法を知りたいという意味で酒造改良に関心をもつ酒

造家があります。最後に、サリチル酸を使わないことで、そのブランド価値を高めて、

灘酒に負けない良質な酒を造ろうという酒造家があります。このようにして、サリチル

酸をめぐる酒造改良に対し、地域ないし酒造家によって期待の大きさや目的がだんだん

異なっていったわけです。

反対に、酒造改良に消極的な酒造家もありました。これは 1889 年の『醸造雑誌』27
号に掲載された東北地方の例ですが、「我が地方の嗜好は下り酒風のごときものを好まず

ゆえに容易に販路を拡張し能わざるなり。他地方より輸入し来るも豈に何ぞ患いとなす

に足らん。あえて巨利を得んとするよりは、自家の作徳米をもって酒造に従事したらん

には応分に利益あるをもって足れり。むしろ進んで誤らんよりは退いて全きを保つに改

良をなすも売り口なきを如何せんと冷笑して答えたり」とあります。つまり、どういう

ことかというと、地元市場において下り酒の味が好まれないのだから、酒造改良して失

敗するよりも現状維持の方がいいのだと主張しているわけです。

また、同じ年の『醸造雑誌』30 号には、もう１つ、「数十年間因習し来れる醸造法を一

朝排斥してさらに新たなる方法によらんとす。もし一歩誤りなば踵をかえらずして家産

を失うおそれなしとせず」とあります。これがまず理由の１つ目で、つまり、これまで

培ってきた醸造法をやめて、新しい方法を採用することによって失敗したら家産を失っ

てしまうではないかという不安を述べているのです。次に、「技手を傭聘し、新器械を買

い入れるが如きは若干の手数と幾何の費用を要し、真に面倒くさき咄なり」とあります。

つまり、技術者をわざわざ雇って、新しい器械を買い入れる手間と費用をかけるのは面

倒だというわけです。３つ目には、「今や改良の声日本の中心に起り、全国に饗応せり。

然れども酒類の需要は旧に依りて変ずることなし」、つまり酒造改良は全国的に流行って

いるけれども、酒類の需要はなかなか変化しないのだと言うのです。これらを簡単にま

とめると、新しい醸造法で失敗するリスクを負いたくない、酒造改良のためにコストを

かけるのは面倒、酒類への嗜好は変わりにくいの３点になります。このような考え方を

背景として、酒造改良に消極的な酒造家があったのです。

そのような状況の中で、酒造改良に熱心な人たちがいたのはなぜかというと、1889 年



14 
 

の『醸造雑誌』29 号には「近時、奥羽地方にも汽車の便開通し、旅客の出入り物産の運

搬月を遂い年を閲し、ますます頻繁に赴くより商業上諸般の事物にすこぶる激変を与え

たり。なかんずく嗜好するところの酒類の如きは彼の大山または上方の醸造品をもって

これを充つるものなれば、その粗悪なる地酒の必要を感せざるまた怪しむに足らざるな

り」とあります。つまり、地域によっては流通網の発達によってブランド酒が入ってき

てしまうので、従来の酒造法で造った地酒が売れないという事情があったのです。

似たような話は埼玉県にも出てきます。1889 年の『醸造雑誌』29 号では、「灘西宮造

酒の盛況を聞くに十数年前より改良の実効今日に顕出し、これに加うるに近年運輸の便

自由を得たるが故に如何なる地方といえども益々販路を拡張するの勢いなりしは実に盛

なりというべし。これに反して地方酒はわずかに中等以下人民の嗜好に供給して甘んず

るが如きは、よくよく吾人の感慨に勝えざるところなり」とあります。つまり、この筆

者は、灘と西宮の酒が改良の成功と流通網の整備によって販路を拡大しているのに対し

て、地方酒が中下層の人々向けに甘んじているということを批判しているわけです。

実際に灘のデータを出すことはできないので、兵庫県のデータで代替しますが、図６

をみると 1880 年以降に生産量のシェアをどんどん増大していくのです。特に、不況期に

シェアが高まっています。

（パワーポイント、図６） 
なぜかというと、1882 年の酒税増税に伴って酒価が高騰するわけですが、このときに

地方では清酒から自家用料酒へ代替が進んでしまったのです。これは先ほど説明したと

おりです。ところが、東京においては作徳米が少ないので、自家用料酒の製造量があま

り増えずに、したがって清酒の消費量が安定していたわけです。よって、東京を主な販

売先としていた兵庫県は相対的に生産量が安定しており、全国の清酒製造量が減少する

中でシェアを伸ばしていったということがわかります。

つまり、地方と東京では競争相手が異なっていて、これが酒造改良に対する態度の温

度差にあらわれるわけですが、少なくともこのデータを表面的にみる限りにおいては、

灘が品質向上に成功したので、生産量を伸ばしているかのようにみえたわけです。特に

東京近辺の酒造家においてはそのようにみえたので、酒造改良に対する熱意が強まって

いったといえます。

ただし、酒造改良家を数多く輩出した埼玉県でも、1890 年前後においては、高度な品

質の向上に積極的だったのはまだ一部にとどまっていました。これは、先ほど紹介した

酒造改良家の中山房五郎による 1889 年の『醸造雑誌』19 号の話からうかがえます。「わ

が県下の酒造家諸氏は明治13年中組合を設け規約を定め酒造同業者共同の進歩をはかる

の状あり。前の規約たるや単に酒造税則を遵守するの規約にして醸造上共同の進歩をは

からんがために設けたるにあらざるなり。ゆえに年を重ね日を送るにしたがえて有名無

実の状を呈せんとす」。つまり、酒造改良家がたくさん輩出され、それで酒の品質を上げ

るために埼玉県の酒造家は組合を設立したのですが、実際にはその機能が失われていっ
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てしまったのです。

ここで、なぜ酒造税則を守らせる機能だけがこの酒造組合に残ったのかというと、先

ほど説明したように、酒造税則を守らないで酒を安く販売するアウトサイダーを取り締

まりたいが、品質向上の方は研究開発に多大なコストをかけるほど激しい品質競争に巻

き込まれていないので、そこまでやる必要がないと考えられていたからです。

そのような背景から、例えば埼玉県の清酒品評会がこの直後に行われているのですが、

表５によると醸造家の数に比して出品人員が 1890 年代まで非常に少なくなっています。

出品人員がようやく上昇してくるのは、データの都合でよくわからないのですが、おそ

らく 1900 年以降だと思います。よって、本格的に品質向上への関心が高まっていたのは、

1900 年代、あるいは 1910 年代からだと考えられます。1890 年代に酒造改良家があらわ

れていたのですが、実際には酒造改良の運動はごく一部にとどまっていて、酒造業全体

が品質向上を目指すのはもっと後のことになってしまったわけです。

（パワーポイント、表５） 
酒造業全体が急に品質向上を目指すようになったきっかけは、増税と強く関わってい

ます。1890 年の国会開設に向けて、酒造組合が対政府要求を提出するために全国組織化

していきます。まず、1889 年に関西酒造家連合が設立され、翌年に堺と灘が脱退したの

ですが、1890 年には関東の一府十九県酒造家連合会が結成されます。さらには、1891
年に全国規模の酒造家連合会が開催されたことにより、それまで酒造組合のない地域が

数多くあり、あっても郡市レベルの小さな組織にとどまっていたのが、組合の全国組織

化へと発展していくわけです。

その酒造組合が主な対政府要求として上げていたのが、自家用料酒の増税ないし製造

禁止、酒税減税、酒造税則の改正、清酒課税から醪課税への変更、醸造学校の設立です。

このうち、醸造学校の設立が後に対政府要求から外れたために、連合会はもっぱら酒税

対策の活動組織になってしまいます。しかし、これが後々、増税反対運動を組合のレベ

ルで繰り広げていく下地となっていきます。

ここからが大きな契機です。1896 年には日清戦後の財政計画が打ち出されます。ここ

で日清戦後の財政難と日露戦争への軍備拡張に向けた増税計画が公表されます。まず

1896 年には、それまで清酒１石当たり４円だったものが７円に、さらに 98 年には 12 円

に、1901 年には 15 円に大増税が実施されます。これに対して、連合会は増税反対運動

を行うのですが、灘が組合から脱退していたことや、請願先の立憲自由党が酒税増税を

容認したために失敗するわけです。そして、大増税が実現してしまいます。

これによって、図７で明らかなように、東京市の酒価はこの後急激に上がっていきま

した。

（パワーポイント、図７） 
そうなると、この酒税の大増税によって、清酒の消費が減退する危機に直面します。

そこで、1901 年に埼玉県の酒造組合が全国に先駆けて、醸造研究所設立の義につき建議
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を農商務大臣に提出し、品質の向上と生産費の節減を政府の方に求めていくわけです。

この後に、全国の組合でも醸造試験所の設立を求めるのですが、それが実現して、1904
年には醸造試験所が国立の研究所として設立されます。これは酒税増税の見返りでした。

名目は税源の涵養ですが、実際には酒税増税の見返りです。これによって、酒造改良の

コストを酒造家が政府に転嫁することが可能になります。さらには、1906 年に日本醸造

協会が設立され、醸造試験所の研究成果を普及させていきます。この日本醸造協会の活

動として特に重要なのは、『日本醸造協会雑誌』の発行であり、この雑誌を通じて醸造試

験所の新しい研究成果が報告されていったのです。

実際に醸造試験所がどのようなことをやっていたかというと、まず醸造に関する化学

的・細菌学的研究、また建物及び器具機械の改良、醸造経済の研究があります。次に酒

造講習が 1905 年より毎年１回行われています。他にも講話・実地の指導、醸造試験所の

見学・参観、全国新酒鑑評会などがあります。この鑑評会と品評会というのは似て非な

るもので、鑑評会は官主導で行うもの、品評会は民間の組織である日本醸造協会が主催

するもので、1907 年より隔年開催されます。

なお、醸造試験所にどのくらいの酒造講習者がいたのか、図８に示しました。大体毎

年 40 人ぐらいの講習者がいて、彼らが醸造試験所で技術を学んでいました。

（パワーポイント、図８） 
この醸造試験所による講習会や講話、指導は基本的に安全醸造を目的としたもので、

酒造家のコスト負担にはならないものだったようです。これによって、それまで酒造改

良に消極的だった酒造家も、この醸造試験所の研究成果を積極的に取り入れることにな

っていきます。

実際にその様子を知るために、汲水率という指標で技術普及の様子をみていきたいと

思います。これは、麹米と蒸米の量を仕込み水の量で割ったものです。この数字が多い

ほど発酵が進みやすく、淡麗辛口の酒になりやすいという特徴があります。近代化に伴

ってこの汲水の割合はどんどん増加していきます。

もう１つ参考になるのは、麹歩合です。これは麹米の量を蒸米の量で割ったものです。

これは逆に、数字が大きいほど安全醸造に適しているのですが、酒質のきめが粗くなる

ので、近代化に伴ってこれが減少していきます。つまり、汲水率は数字の大きい方がよ

い、麹歩合は数字の少ない方がよいということになります。

それと酒質の関係をあらわしたものが表６ですが、参考として現在の仕込み配合を覚

えておいてください。酒母歩合はここでは使いません。使うのは麹歩合と汲水率です。

現代の麹歩合は 0.20 から 0.22、汲水率は大体 1.20 から 1.40 を示しています。

（パワーポイント、表６） 
これを表７によって歴史的にみると、こんな感じになっています。もともと麹歩合は

ものすごく高くて、汲水率も 0.52 から 0.66 あたりが 1700 年代までのレベルでした。こ

れが 1800 年代の中ごろになって、灘が汲水率を 1.12 まで引き上げてきます。
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（パワーポイント、表７） 
つまり、1700 年代まで灘酒とその他の酒の造り方で、麹歩合と汲水率には大きな差が

なかったのです。ともにおそらく甘くて濃厚な酒だったと推察されます。ところが、1800
年代中ごろに灘酒が汲水率 1.0 以上の酒造法を開発します。これは十水（とみず）と呼

ばれているものです。この方法によって、灘は辛口の酒造りに成功します。

その後の様子をみていきます。表７に埼玉県の友野伊右衛門という人物があります。

表の下から３段目です。埼玉県あたりだと、灘流の麹歩合、汲水率に近いものを造って

いるわけですが、その下段の三戸地方、大山流、つまり青森県や山形県では、もはや灘

流の造り方に全然追いついていないわけです。これで 1800 年代の中ごろから明治前期に

かけて、酒造技術の地域間格差が拡大していたということが確認されます。

このうち汲水率を用いて、酒造技術の普及が行われる前と行われた後の技術の地域差

を示したものが図９になります。左側の地図が明治 34 酒造年度の汲水率の地域的な差異

を示したものです。例えば、東北地方や九州地方では、この汲水率が非常に低いという

ことがわかります。地図の黒っぽい方は汲水率が低く、白っぽい方は汲水率が高いので

す。高い方が技術の先進的な地域になります。これが右側の大正 10 酒造年度になると、

全国的に白っぽくなっているのです。ここで酒造技術の地域間格差が大幅に縮小したと

いうことが確認できるかと思われます。

（パワーポイント、図９） 
なぜこのようなことが起こったかというと、醸造試験所の役割が関係しています。1909

年に醸造試験所が新しい技術を開発します。１つ目が山卸廃止酛法というもので、もと

もと在来法では蒸米と麹と水を櫂ですりつぶす山卸という工程をやっていたのですが、

これをなくして労働力と仕込み日数を減らす方法のことをいいます。

また、同じ年に速醸法も開発しています。これは蒸米、麹、水を混ぜたものへ人為的

に乳酸を投入する方法です。乳酸は、雑菌を殺す力があって、しかも雑菌を殺した後に

自分で生成した酸によって自ら死んでしまう便利な菌なのです。乳酸は、蒸米と麹だけ

でも自然に生成されるものなのですが、これを人為的に入れると工程が単純になって、

しかも安定した酒質を得られるということが発見されます。

もう１つは、酸馴養連醸法という速醸法で育った酵母を再利用するもので、そこから

取ってきた醪の乳酸含有量を１％とみて、酵母の育成に悪影響を及ぼさずに雑菌を死滅

させる大体３％ぐらいまで新たに乳酸を加えるというものです。そうやって、酵母を利

用していきます。

この３つの技術が開発されたことによって、先ほどからみてきたように、例えば東北

地方は技術的に後れていた地域だったのですが、表８によって少し後の 1925 年における

醪の醸造法をみると、明らかに速醸法と連醸法が広く採用されているということがわか

ります。

（パワーポイント、表８） 
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一方、それまで高い技術をもっていた兵庫県、あるいは京都府あたりの地域では、新

しい技術を採用しないで、もともとあった技術を使い続けています。なぜなら、兵庫や

京都、特に兵庫県の灘酒においては、江戸後期以来の造り方による酒質に多くの顧客が

ついていたわけで、彼らを無視して新しい造り方を採用して、それまでと異なるタイプ

の酒を造ることはできなかったと考えられます。なお、造りによって酒にどのような違

いがあるかというと、在来法で造ると香りが少なくて濃厚な酒ができやすく、速醸法や

連醸法で酒を造ると香りがよくて淡麗辛口の酒になりやすいという特徴があります。

もう１つ、新技術の導入に地域差の生じた背景にあるのが税務署の技術指導です。表

９でわかるように、例えば仙台管轄においては、非常に熱心に指導が行われているわけ

です。その一方で、技術的に優れていた大阪管轄においては、この指導があまり行われ

ていないのです。おそらく仙台の方はもともと技術がなかったので、積極的に税務署の

技術指導を受けたのだろう考えられます。反対に、大阪管轄では兵庫県あたりではもと

もと技術があったので、税務署の技術指導を求めなかったのではないかと推察されます。

このような地域による技術指導への対応の違いが、技術格差の縮小要因になっていまし

た。 
（パワーポイント、表９） 

さらには、全国酒類品評会が後々に開催され、大きな影響を及ぼします。もともと日

本醸造協会設立以前の品評会は、郡市レベルで行われていたのです。郡市レベルで行わ

れていた品評会は、それぞれ異なった審査基準によって成績を定めていたので、各地域、

あるいは各ブランドを序列化するようなものではなかったのです。ところが、1907 年に

第１回全国酒類品評会が開催されると、すべての出品酒を共通の基準で審査することに

なります。さらには、その受賞率によって産地を序列化します。この第１回目の結果は、

受賞率でみると広島が 74.4％でトップ、２位が岡山、３位秋田、４位福岡、５位兵庫、

６位京都でした。

ここで、第１回の全国酒類品評会で好成績をおさめた広島と京都の酒造家―京都は

月桂冠です―に対して、醸造試験所が調査に入るわけです。そして、酒造りに必要な

設備、原料、労働力編成、技術などを全国に向けて公表します。

これによって、成績上位だった広島と京都の造り方、あるいは品質が全国の業界標準

になってしまいました。その酒質とは、濃厚な甘口酒だったのです。なぜ濃厚な甘口酒

が評価されたかというと、審査対象が新酒だったということと関係しています。兵庫県

ではなく広島県を評価したのは、狙ったわけではなくて、品評会の性質によるものです。

当時の灘酒は、樽で長期保存して杉の風味を生かせるように、造った段階ではあえて味

と香りがしないように、できるだけアルコールに近づけるように造られていたわけです。

これが、それまでの甘口の地方酒と大きな違いになっていたのです。

ところが、新酒の場合は樽で長期保存していません。そうすると、杉の風味がついて

いない灘酒は、味と風味のない酒になってしまっておいしくないのです。むしろ、でき
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たての状態で味と香りのある濃厚な甘口の方が、品評会では高い評価を受けてしまいま

す。さらには、瓶詰が普及してくると、杉樽の風味や香りに邪魔されない状態で甘口の

酒を出荷することが可能となります。これらの要因によって、辛口の酒から甘口の酒へ

の全国的な転換が、特に大正時代に顕著となります。

なお、表 10 からわかるとおり、もともと兵庫県と広島県には大きな酒質の差があった

わけです。エキス、糖分ともに、1892 年の兵庫県の酒は明らかに少なく、1908 年の広

島県の酒は多いのです。

（パワーポイント、表 10）
ところが、表 11 で明らかなように、品評会優良酒はエキスをどんどん増やしていきま

す。糖分も早い時期は不明なのですが、おそらくどんどん増えていったのだろうと推察

されます。

（パワーポイント、表 11）
このような技術指導、品評会、瓶詰によって、広島酒と灘酒の味は後々どんどん接近

していきます。1927 年の『日本醸造協会雑誌』22 巻８号で醸造試験所の江田鎌二郎は、

分析成分よりみても両者の判断に苦しむようになり、かえって灘の酒があまりに急転直

下甘口になったと言っているのです。そして、1800 年代中ごろから辛口の酒で地方の酒

と明らかな商品差別化をしていた灘酒までもが、大正時代を通じて甘口化していったこ

とによって、酒質が全国的に均質化していき、各地の酒造家はその中でごくわずかな味

の違いをめぐって熾烈な品質競争を行うようになっていくわけです。

こうして全国の酒は、最初に柳田が言ったように、どれもよく似た味になってしまい

ました。ただし、全国の酒造家が灘酒の味をまねしたのではなく、品評会によって、広

島と京都の酒が高く評価され、また瓶詰などの好条件が揃ったがために、甘口の酒造り

が全国に普及していったのが、品質競争を激烈にしていった要因です。

また消費側からみても、清酒の甘口化は避けられないことだったと考えられます。と

いうのは、1910 年代にバーとカフェーが出現してきます。その背景には、定食主義から

一品料理への転換があり、そして外出先で長時間にわたって酒を飲める時代がやってき

ます。有名なのは、銀座プランタンです。こういうところに会社員や大学生が集まって

きます。神谷バーも当時から人気がありました。バーとカフェーの酒は、ビールとウイ

スキーが中心なわけですが、ここで低アルコール化が進んでいきます。つまり、ビール

の需要拡大は大正以降に進んだのですが、これに対して清酒の顧客層を拡大するために

は、甘口にする必要性があると考えられていました。辛口にすると、アルコール度数が

高くなってしまいます。そこで、甘口で低アルコールの清酒を造り、今まで酒が弱くて

飲めなかった人にも清酒を飲んでもらおうという動きが出てきます。このように消費の

面からも、やはり甘口化が全体的に進んでいったと言えるのです。

さて、かなり雑多な話をしてしまいましたが、これを薩埵先生の略歴に関連させてま

とめにしていきたいと思います。
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1800 年代中ごろの酒造改良においては、まず灘が麹米、蒸米と酒造用水の配分をほぼ

同量とする十水の酒造法を開発します。これによって、従来の濃厚甘口酒よりも杉樽の

風味を生かせる味と香りの薄い辛口酒が造れるようになったわけです。そして、灘酒と

地方酒の品質差が歴然としてしまいます。この 10 年後ぐらいに薩埵先生が京都で生まれ

ました。

1871 年になると、酒株の廃止と免許制によって営業が自由化されます。この年に薩埵

先生が京都仏学校に入学してフランス語を学び始めます。この時期、ちょうど多数の新

規参入によって清酒の粗製濫造問題が起きてきます。酒造家が清酒をうまく造れず、か

つ政府が指導力をもっていなかったので、濁酒との商品差別化に失敗して、非常に混乱

した市場ができ上がってしまいます。

また、農村では一時期清酒の市場が拡大するのですが、その後に一部が自家用料酒に

戻り、都市では中汲、白馬などの安酒が市場を拡大させていきます。これが酒造経営を

圧迫して、酒造家の数を大幅に減らしていくわけです。

1879 年になると、薩埵先生が東京に上京して、民法編さんのためにボアソナード博士

に師事します。この翌年の 1880 年に酒税が従価税から従量税に変更され、1882 年に１

石当たり２円から４円への増税が行われます。これによって、農村部では酒価が急騰し、

清酒市場が縮小します。また、農村部では濁酒と自家用料酒の製造量が増え、都市部で

は輸入酒精を原料にしたブレンド酒が出回っていきます。ここで価格競争の面から粗製

濫造問題が発生するわけです。

この問題に対処するために、酒造改良の時代がやってきます。同じころには、ちょう

ど薩埵先生が東京法学社設立に向けて尽力しています。酒造業においては、お雇い外国

人が近代科学による酒造りを紹介し、その研究成果を現場で役立てようとして都市部と

その周辺に酒造改良家が出現してきます。

そして、1887 年には、非常に人気のあった小野藤介の『清酒醸造法実験説』が刊行さ

れ、サリチル酸の使用をめぐって論争が行われるようになります。しかし、サリチル酸

は清酒の味を劣化させる上に自家用料酒の消費期限を延ばすということで、経済的な効

果が少ないとみられます。当時はまだ地域によって酒造改良への関心に温度差があり、

また酒造改良の努力はなかなか実を結んでいかなかったわけです。

全国的に酒造改良が行われるようになるのは、国会の開設後です。ちょうどこのころ

に、薩埵先生が京都大学に異動します。同年、国会開設に向けて酒造家は全国的な組合

を設立し、酒税の減税、自家用料酒の増税ないし製造禁止を求めます。しかし、組合連

合会の内部で意見が対立し、政府に対して一枚岩の要求を出せないまま、1896 年から

1901 年にかけての日清戦後財政計画によって１石当たりの造石税が４円から 15 円へと

大幅に引き上げられます。その見返りとして 1904 年に醸造試験所が設立されたわけです。

その少し前、1897 年には薩埵先生が病没します。残念ながら、その酒造改良後の酒を薩

埵先生は飲めなかったということになります。
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1904 年に醸造試験所が設立され、その２年後に日本醸造協会が設立されて技術普及を

おこなったことにより、その後に地域間の技術差が縮小されます。さらには、1907 年に

全国酒類品評会が開催され、これが出品酒を一定の基準で審査して序列化していきます。

そこで新酒の状態でおいしい、甘口の広島・伏見酒が高く評価されて、これが業界標準

になって産地間競争の激化と酒質の全国的な均質化を招いていったのです。

私の話はこれで終わります。

○司会者 どうもありがとうございました。

大変重厚なデータに基づいたお話をいただきましたが、ありがとうございました。恐

らく別のタイトルをつけるとすれば、「日本における酒造業のイノベーションプロセス」

ということになるのではないかと思ってお話を伺っておりました。

手元にある資料の２ページ目のⅢの２番、増税反対運動へ、これ 1886 になっています

が、1896 でよろしいですか。日清戦後財政計画ですから、日清戦争は 94、95 なので、

86 年にという数字が入っているのは、ここは 96 なのかなと思って伺っていたのですが。 
○青木 そうですね。96 ですね。

○司会者 では、残りの時間わずかになってしまいましたけれども、フロアの方から

ご質問をお受けしたいと思います。何かご質問などございますでしょうか。どうぞ。今、

マイクがまいりますので、ご所属とお名前をお聞かせ願ってご質問お願いします。

○Ａ Ａと申します。きょうは非常に興味深い話をありがとうございます。

２点ほど質問なのですが、江戸末期から明治の初めにかけては、事実上、流通網の不

備と酒の保存がきかないということで、日本全体に酒のナショナル市場がなかったと、

地産地消のマーケットだったという理解なのですけれども、少なくとも江戸での消費市

場、これを産地間で争うという競争はあったと本では読んでいるわけですけれども、当

時、灘の酒が江戸でナンバーワンのブランドであったと、これは間違いありません。２

番目あたりに中国酒がつけていたと思うのですけれども、明治に入ってからの中国酒の

凋落というもの、これは、先ほどご指摘されたようなサリチル酸の不使用といったよう

な保存性の問題とひとつ関係があるのかどうか、このあたりについてのお考えをお聞か

せ願いたい。これが第１点です。

第２点が、甘口のお酒というものが出てきましたけれども、１つには灘のお酒が江戸

末期にイノベーションを起こす以前の甘口のお酒がございます。さらに、その後出てき

たのは軟水醸造法も含めて広島、伏見のお酒を研究して新しい甘口のお酒をつくって品

評会で高い評価を得たというお話がございました。当然、その間かなり１世紀近い時間

もたっておりますし、例えば精米歩合のようなものも、動力精米機のような形で進歩し

ておりますので、多分、灘がイノベーションした昔の甘口のお酒と、広島、京都でつく

った新しい甘口のお酒、これは同じ甘口でもかなり違いがあるものではないのかなと想

像いたすわけですけれども、その違いがもし何かありましたらお聞かせください。
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○青木 １つ目は、愛知県の凋落についてですか。埼玉県、愛知県というあたりの都

市部の酒造家というのは、基本的に競争相手が灘でしたので、どちらかというと、灘酒

に近い辛口の酒を志向していたのです。それが、甘口化が進んできたときに対応できな

かった原因だと考えられます。

その次の甘口の話ですが、基本的には、地域によって甘い酒をつくりやすい地域とそ

うでない地域があるのです。それで、広島で後々評価された甘い酒とその前の三浦仙三

郎などがつくっていた甘口のお酒というのは、基本的には理にかなっています、つまり、

軟水だから発酵が弱いので、甘口のお酒をつくるのは理にかなっているので、大きく変

わったかというと、そうではないのではないかと考えております。ただ、変わっていっ

たのはアルコール度数が徐々に高まっていったことです。特に広島が典型的なのですが、

三浦仙三郎が軟水醸造法を開発したときには、14 度ぐらいしかなかったと思うのですけ

れども、後々品評会での競争をしていく過程でアルコール度数がだんだん高くなってい

って 16 度から 17 度に変わっていきました。それがあえていえば大きな変化なのだろう

と思います。

○司会者 ありがとうございました。神谷バーの電気ブランというお話が出てきまし

たが、今も牛久に神谷シャトーがあってワインをつくっています。都市部で日本酒を含

めていろいろなお酒を飲もうとすると、ああいうお酒を飲んでいたのではないかという

示唆があったのですけれども、もし薩埵先生が神谷バーで電気ブランを飲んで、うちに

はフランス人の先生がいるんだよみたいな話になって、ワインのつくり方をフランス人

コミュニティーの誰かに聞いて教えてあげていたら、なんてことを想像して聞いていた

のですけれども、電気ブランというお酒については何か調べられたことはおありなので

しょうか。

○青木 あれはでもよくわからないのですよね。何を配合しているかも秘密にしてあ

りますので。ただ、わかっていることは早くから輸入酒精を使っていたということで。

○司会者 輸入酒精を使ったお酒であったということですか。

○青木 はい。

○司会者 ほかにご質問等ございませんでしょうか。いかがでしょうか。

つかぬことを伺いますが、青木さんは研究をされておられて、お勧めの日本酒などが

あったら伺っておきたいなと思うのですけれども、お酒は飲まれますか。

○青木 よく聞かれる話なのですが、お勧めのお酒の買い方というのは、基本的には

製造年月日を確認することです。みんな大体ブランド名にこだわってしまうのですが、

実際には、酒の劣化というのは流通過程で起こりやすいのです。蔵の中での保存状態は

いいわけですが、これがトラックで何のシートもかぶっていない状態で運ばれて劣化し、

さらにはお店で、特に目立つところに置かれた場合には、直射日光が当たってしまうの

で、やはりどんどん劣化していくのです。したがって、まず日の当たらないところに置

いてあるかどうかと、製造年月日が新しいかどうかということが日本酒を選ぶ条件です。
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あまりおいしくない酒を造っていたところは大分淘汰されてしまいましたので、今の酒

屋さんでは保存法のよい状態で買えば大体おいしい酒が飲めます。

○司会者 きょうお話の中でワークシートが出てきて（表８）、説明がなかった山廃仕

込みの話があったかと思うのですけれども、あれはどのようにとらえればいいのですか。

醸造法の特徴と我々が買うときには、どういうものだと思って買えばいいというか。

○青木 山廃は、速醸と生酛造りの中間的なものです。基本的には味が濃くて香りが

少ないという特徴があります。実は、労働力編成において大きな意味をもっていたのだ

ろうと思うのです。米と水と麹を櫂ですりつぶすのはものすごい労力で、そこに多大な

人件費がかかっていたはずなのです。それが省略されることによって、蔵人が必要なく

なるということが起きて、ここでは紹介しなかったのですが、大正時代以降に蔵人の失

業問題が出てきます。

○司会者 きょうのお話は、本当に全 13 回のまとめにふさわしいようなお話で、日本

本来のもっていた酒づくりの技術に対して、コルシェルトやアトキンソンといったお雇

い外国人の人たちの知識が導入され、東京を中心とした消費市場が生まれ、その中でま

た国家の締めつけといいましょうか、管理の体制が強まっていって、日本全体が均質化

していくというプロセスを１つの事例、お酒を事例にしてお話を伺えたように思います。

予定の時間を過ぎておりますので、ここで連続講演会と同時に、きょうの青木隆浩先

生の講演会、閉じさせていただきたいと思います。改めて拍手をもって閉じさせていた

だきたいと思います。お願いいたします。どうもありがとうございました（拍手）。

日 時： 2006 年 12 月 16 日（土） 13:30～15:00

会 場： 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード･タワー25F
イノベーション･マネジメント研究センター セミナー室

司 会： 洞口治夫（法政大学大学院

イノベーション･マネジメント研究科教授）
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図1  主要産業の生産額

1874年
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資料：篠原三代平『鉱工業（長期経済統計１０）』、
東洋経済新報社、１９７２年。

表１表１ １８８０年の清酒製造量上位５府県１８８０年の清酒製造量上位５府県

資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』

１７９１７９

１８３１８３

２２９２２９

２８１２８１

３０５３０５

３４０３４０

１場当製造石数１場当製造石数

１００１００４，７９０，６８１４，７９０，６８１２６，８２６２６，８２６全国全国

３．９３．９１８６，７０９１８６，７０９１，０１９１，０１９長野長野

４．５４．５２１７，４４８２１７，４４８９５１９５１愛媛愛媛

５．４５．４２５６，３５０２５６，３５０９１２９１２大阪大阪

５．８５．８２７６，８９９２７６，８９９９０７９０７愛知愛知

９．５９．５４５４，４９５４５４，４９５１，３３６１，３３６兵庫兵庫

全国比全国比製造石数製造石数醸造場数醸造場数

表２表２ １８８０年における関東地方１８８０年における関東地方
の清酒製造量と醸造場数の清酒製造量と醸造場数

資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』

２．１０２．１０１１０１１０１００，７７５１００，７７５９１３９１３千葉千葉

１３２１３２

８８

１９３１９３

１６５１６５

２１１２１１

１７６１７６

１場当製造石数１場当製造石数

１．３４１．３４６４，４０１６４，４０１４８７４８７神奈川神奈川

０．０３０．０３１，８１７１，８１７２３０２３０東京東京

２．７９２．７９１３３，６８５１３３，６８５６９４６９４埼玉埼玉

３．３４３．３４１６０，４３０１６０，４３０９７２９７２茨城茨城

２．５０２．５０１１９，７７２１１９，７７２５６７５６７栃木栃木

２．１１２．１１１０１，１０６１０１，１０６５７４５７４群馬群馬

全国比全国比製造石数製造石数醸造場数醸造場数

図２図２ 全国の清酒と濁酒の生産量全国の清酒と濁酒の生産量
資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』
注：濁酒＝販売用濁酒＋自家用料酒注：濁酒＝販売用濁酒＋自家用料酒
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表３表３ １８８６年の府県別清濁酒製造石数１８８６年の府県別清濁酒製造石数

３，６６８３，６６８７５，５３７７５，５３７４４４４４４埼玉埼玉

４２，８９１４２，８９１５１，５６９５１，５６９５３３５３３千葉千葉

１０，２１８１０，２１８６２，４６０６２，４６０３０９３０９栃木栃木

８，０９８８，０９８３４０３４０１６１１６１東京東京

４４，１３７４４，１３７４６，１２２４６，１２２１５４１５４宮城宮城

４０，１７４４０，１７４３５，４１８３５，４１８２１９２１９岩手岩手

４５，５１２４５，５１２４０，５４９４０，５４９１９３１９３秋田秋田

濁酒製造石数濁酒製造石数清酒製造石数清酒製造石数酒造家数酒造家数

資料：『日本帝国統計年鑑』

注：濁酒製造石数＝販売用濁酒＋自家用料酒の合計石数

赤字は技術的な先進地



図３図３ 明治初期における東北各県の清酒製造量明治初期における東北各県の清酒製造量
資料：小野藤介資料：小野藤介『『清酒醸造法実験説清酒醸造法実験説』』第３巻、１８８７年第３巻、１８８７年。。
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図４図４ 明治前期の東京府における米と明治前期の東京府における米と
清酒の平均相場清酒の平均相場
資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』
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図５ １８８０・９０年代における全国
の醸造場数

資料：『日本帝国統計年鑑』

表４表４ １８７９年における清酒と濁酒の酒化率１８７９年における清酒と濁酒の酒化率

資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』

注：酒化率＝製造石数注：酒化率＝製造石数÷÷原料米石数原料米石数××１００１００

１２９．１１２９．１１１１．７１１１．７兵庫兵庫１４９．０１４９．０８６．７８６．７宮城宮城

１１４．３１１４．３

９２．６９２．６

９０．９９０．９

清酒清酒

１５３．１１５３．１

１３４．３１３４．３

１１７．５１１７．５

濁酒濁酒

１２２．１１２２．１１１２．１１１２．１千葉千葉秋田秋田

１３４．６１３４．６１０５．６１０５．６全国全国東京東京

１２３．４１２３．４１１２．０１１２．０京都京都岩手岩手

濁酒濁酒清酒清酒
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図図６６ 全国の清酒製造石数と兵庫県のシェア全国の清酒製造石数と兵庫県のシェア
資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』

％石

不況
不況

不況に強い灘酒 表５表５ 埼玉県清酒品評会の出品率埼玉県清酒品評会の出品率

資料：資料：『『埼玉県酒造組合誌埼玉県酒造組合誌』』、１９２１年。、１９２１年。

注：出品率＝出品人員注：出品率＝出品人員÷÷醸造家数醸造家数××１００１００

１８９５～９８年、１９００～１９１２年の出品率は不明。１８９５～９８年、１９００～１９１２年の出品率は不明。

７０．４７０．４１９１５１９１５第２３回第２３回２１．４２１．４１８９４１８９４第５回第５回

６６．３６６．３１９１４１９１４第２２回第２２回１９．９１９．９１８９３１８９３第４回第４回

６７．２６７．２１９１３１９１３第２１回第２１回１９．５１９．５１８９２１８９２第３回第３回

３６．２３６．２１８９９１８９９第８回第８回１０．９１０．９１８９１１８９１第２回第２回

出品率出品率西暦西暦出品率出品率西暦西暦



図７図７ 東京市における１石当たりの酒価と米価東京市における１石当たりの酒価と米価
資料：資料：『『日本帝国統計年鑑日本帝国統計年鑑』』
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図８図８ 醸造試験所における酒造講習修了者数の推移醸造試験所における酒造講習修了者数の推移

資料：資料：『『醸造試験所七十年史醸造試験所七十年史』』

注：第１２回（１９１６年）は醤油と同時開催。注：第１２回（１９１６年）は醤油と同時開催。

第１３回（１９１７年）からは醤油と隔年開催。第１３回（１９１７年）からは醤油と隔年開催。

表６表６ 仕込配合と酒質の関係仕込配合と酒質の関係

注：酒母歩合＝酒母注：酒母歩合＝酒母÷÷（蒸米＋麹米）（蒸米＋麹米）

現代の仕込配合（参考）現代の仕込配合（参考）

酒母歩合＝０．０７前後。高いとキメが粗くなる。酒母歩合＝０．０７前後。高いとキメが粗くなる。

麹歩合：０．２０～０．２２。麹歩合：０．２０～０．２２。

汲水率：１．２０～１．４０。汲水率：１．２０～１．４０。

多多少少多多少少少少多多酒母酒母

少少多多少少多多少少多多汲水率汲水率

少少多多多多少少少少多多麹歩合麹歩合

酒化率小酒化率小酒化率大酒化率大芳醇芳醇淡麗淡麗甘口甘口辛口辛口

表表７７ 江戸後期～明治初期の仕込配合江戸後期～明治初期の仕込配合

０．８６０．８６０．３００．３０１８８９年、青森１８８９年、青森三戸地方三戸地方

１．０７１．０７０．３２０．３２１８７８～９４年１８７８～９４年灘流灘流

１．１２１．１２０．２３０．２３１８４８年、灘１８４８年、灘菊正宗菊正宗

０．８７０．８７０．２９０．２９１８８７年、山形１８８７年、山形大山流大山流

１．００１．０００．３２０．３２１８８０年、埼玉１８８０年、埼玉友野伊右衛門友野伊右衛門

０．６６０．６６０．２５０．２５１７９２年、灘１７９２年、灘菊正宗菊正宗

０．５２０．５２０．３３０．３３１７９７年、多摩１７９７年、多摩関東上酒関東上酒

０．５２０．５２０．４３０．４３１７９９年、伊丹１７９９年、伊丹日本山海名産図絵日本山海名産図絵

汲水率汲水率麹歩合麹歩合

出典：加藤百一『酒は諸白』，平凡社，１９８９年。

藤原隆男『近代日本酒造業史』，ミネルヴァ書房，１９９９年。

図９

表８ １９２５年における醪の醸造法（％）

熊本熊本

大阪大阪

名古屋名古屋

東京東京

仙台仙台

北海道北海道

税務署税務署

６０．６６０．６

９０．２９０．２

５０．６５０．６

２３．６２３．６

１９．８１９．８

７２．０７２．０

在来法在来法

３１．０３１．０

５．９５．９

２２．０２２．０

５４．４５４．４

３９．４３９．４

２１．３２１．３

山廃法山廃法

４．３４．３

２．３２．３

２２．７２２．７

１７．５１７．５

２７．７２７．７

６．３６．３

速醸法速醸法

３．８３．８

０．５０．５

３．２３．２

４．１４．１

１２．０１２．０

０．３０．３

連醸法連醸法

資料：日本醸友会出版部『大礼記念醸造論文集』、
１９２８年。



表９表９ １９２５～２７年の３ヶ年平均でみた１９２５～２７年の３ヶ年平均でみた
税務署の技術指導税務署の技術指導

資料：日本醸友会出版部『大礼記念醸造論文集』、
１９２８年。

注：各管轄の割合＝指導を受けた酒造場数÷酒造
場総数×１００

２，６０６２，６０６２，２８５２，２８５１７．４１７．４１．４１．４大阪管轄大阪管轄

１，０６２１，０６２１，０８７１，０８７２１．３２１．３２．６２．６東京管轄東京管轄

１，０１０１，０１０８５３８５３５４．０５４．０２．２２．２仙台管轄仙台管轄

管内の酒管内の酒
造場総数造場総数

講話講話

（人）（人）

巡回指導巡回指導
（％）（％）

滞在指導滞在指導

（％）（％）

表１０表１０ 灘酒と広島酒の成分比較灘酒と広島酒の成分比較

出典：拙著出典：拙著『『近代酒造業の地域的展開近代酒造業の地域的展開』』

注：兵庫のデータは石崎喜兵衛、柴田長右衛門、花木甚左衛注：兵庫のデータは石崎喜兵衛、柴田長右衛門、花木甚左衛
門、山邑太左衛門、泉仙介。広島のデータは柄福松、三浦門、山邑太左衛門、泉仙介。広島のデータは柄福松、三浦
忠造、木村静彦、島博三、岡田道次郎忠造、木村静彦、島博三、岡田道次郎

１．６０１．６０３．３１３．３１岡田岡田０．９７０．９７３．４６３．４６泉泉

２．７８２．７８４．７１４．７１島島０．４２０．４２２．４５２．４５山邑山邑

２．０１２．０１４．１６４．１６木村木村０．５３０．５３３．４５３．４５花木花木

１．８６１．８６３．４１３．４１三浦三浦１．４２１．４２３．４９３．４９柴田柴田

２．６６２．６６４．３９４．３９柄柄２．００２．００４．６８４．６８石崎石崎

糖分糖分エキスエキス（広島）（広島）糖分糖分エキスエキス（兵庫）（兵庫）

１８９２年 １９０８年

表１１表１１ 品評会優良酒の成分変動品評会優良酒の成分変動

２．２２２．２２４．５９４．５９１６．９１６．９１９１９年１９１９年

１．３７１．３７４．３３４．３３１７．４１７．４１９２１年１９２１年

１．８１１．８１４．４８４．４８１６．７１６．７１９１７年１９１７年

１．０８１．０８３．８１３．８１１７．５１７．５１９１５年１９１５年

不明不明３．６４３．６４１７．９１７．９１９１３年１９１３年

不明不明３．４３３．４３１７．３１７．３１９１１年１９１１年

不明不明３．４４３．４４１７．４１７．４１９０９年１９０９年

不明不明３．００３．００１７．１１７．１１９０７年１９０７年

糖分糖分エキスエキス酒精酒精

出典：拙著出典：拙著『『近代酒造業の地域的展開近代酒造業の地域的展開』』
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